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町内スクリーニング場

　　  長塚越田スクリーニング場
　　  （大字長塚字越田1-38）

有人ゲート

　　  町道111号　山田富沢橋東ゲート（新設）

　　  町道105号　郡山西原ゲート（新設）

　　  国道６号　高万廹交差点東ゲート

　　  国道６号　東北レミコン南交差点
　　　　　　　  東ゲート

　　  町道101号　鴻草ゲート

　　  締め切りゲート

町内立入ルート（通行証不要）
※2を除き、軽車両及び
　徒歩での立入はできません。

　　  国道６号北側

　　  県道391号

　　  県道256号

　　  国道６号南側

　　  国道288号

　　  県道35号

①
②
③
④

⑤
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双葉町内⽴⼊り案内図

1



• P1
• P2

• P15 双葉町⺠以外の⽅のお墓参りについて
• P16 双葉町内墓地経路図
• P17 双葉町内お墓参り専⽤通⾏証申請書《記⼊例》

双葉町への
⽴⼊りのしおり

令和2年12⽉（第9版）

• P13 公益⽬的での⼀時⽴⼊りについて
• P14 帰還困難区域への公益⽬的の⼀時⽴⼊りに関する申請書《記⼊例》

• P9 特別通過交通制度について
• P10 特別通過交通路線⼀覧

• P11
• P12

• P5 双葉町内で利⽤可能なトイレ（各種施設）について
• P6 双葉町内トイレ設置⼀覧

• P7 双葉町内への⽴⼊りにあたって
• P8 ⽴⼊規制の緩和区域への⽴⼊り・留意点について

• P3 主要ゲート・スクリーニング場案内図
• P4 新設ゲート位置図

双葉町内⽴⼊り案内図

• P18 連絡先⼀覧

帰還困難区域への町⺠⼀時⽴⼊りについて

※帰還困難区域と立入規制の緩和区域の境、国道６号、国道288号、
　県道35号及び県道256号には、無人バリケードが設置されております。

※JR常磐線、双葉駅周辺等の一部地域、避難指示解除区域へのアクセ
　ス道については、避難指示解除区域となりますが、地図上での色分け
　はしておりません。
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常磐富岡

⼤熊

常磐双葉

浪江

7
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主要ゲート・スクリーニング場案内図

1

双葉町

各スクリーニング場
津島活性化センター
スクリーニング場
浪江町 郷の駅つしま
加倉スクリーニング場
国道１１４号沿い浪江IC近く
⻑塚越⽥スクリーニング場
双葉北⼩学校東側
中屋敷スクリーニング場
国道288号沿い
⼤野スクリーニング場
⼤野病院東側駐⾞場
⾼津⼾スクリーニング場
県道36号(⼩野富岡線)沿い
⽑萱･波倉スクリーニング場
福島第⼆原⼦⼒発電所隣接駐⾞場

双葉町内有⼈ゲート
鴻草ゲート(町道101号沿い)
郡⼭⻄原ゲート(※新設)
⼭⽥富沢橋東ゲート(※新設)
⾼万廹交差点東ゲート
東北レミコン南交差点東ゲート

7
6
5
4
3
2

1

35

1
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新設ゲート位置図

⼭⽥富沢橋東ゲート

図⾯差し替え

郡⼭⻄原ゲート
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⑬⻑塚越⽥
スクリーニング場

⑫双葉町
ふれあい広場

⑪双葉町産業交流
センター

⑩郡⼭公⺠館⑨細⾕公⺠館⑧双葉町コミュニティー
センター連絡所
※外トイレも利⽤可能

⑦広町駐⾞場⑥⼭⽥農村広場

⑤⽯熊公⺠館④上⽻⿃消防屯所③北部コミュニティー
センター

②寺内前霊園①両⽵公⺠館

①両⽵公⺠館
②寺内前霊園
③北部コミュニティーセンター
④上⽻⿃消防屯所
⑤⽯熊公⺠館
⑥⼭⽥農村広場
⑦広町駐⾞場
⑧双葉町ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ連絡所
⑨細⾕公⺠館
⑩郡⼭公⺠館
⑪双葉町産業交流センター
⑫双葉町ふれあい広場
（前⽥建設⼯業株式会社様事務所内）

⑬⻑塚越⽥スクリーニング場

町内トイレ設置箇所名称

双葉町内トイレ設置⼀覧

仮設トイレ ⽔洗トイレ

※⼯事･メンテナンス等で使⽤できな
い場合があります。
仮設トイレにはトイレットペー
パーがない場合もありますので、
ご⾃⾝で⽤意してください。
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◎ 町内設置トイレ
双葉町内に13ヵ所設置してありますのでご利⽤ください。
設置場所につきましては右ページ【双葉町内トイレ設置⼀覧】をご確認く
ださい。なお、⽴⼊りなどで出たゴミは各⾃お持ち帰りください。

⑧ 双葉町コミュニティーセンター連絡所
連絡所内の休憩スペースを開放しておりますので、⼀時⽴⼊りの際はご利
⽤ください。なお、⾞で来所される⽅は連絡所の南側にある公営無料駐⾞
場をご利⽤ください。
※ ⼊館される際にはタイベックスーツ、靴カバーを脱ぎ、備え付けのスリッパに履き

替えてお⼊りください。使⽤済みタイベックスーツ等はスクリーニング場で回収し
ています。

• 利⽤可能時間
9:00〜16:00まで

• 利⽤可能な設備等
１階多⽬的スペース（休憩所）
トイレ及び多⽬的トイレ（※時間外利⽤可能な外トイレもあります）
AED（⾃動体外式除細動器）

⑪ 双葉町産業交流センター
双葉町中野地区において双葉町産業交流センター(略称エフ･ビック)が開所
しました。町内⽴⼊り時の休憩など、お気軽にお⽴ち寄りください。
• 利⽤可能時間
9:00〜18:00まで

• 休館⽇
年末年始(12⽉29⽇〜1⽉3⽇)

• 主な施設
貸会議室(⼤･中･⼩各1室)
レストラン・フードコート・物販店

⑫ 休憩施設「双葉町ふれあい広場」
前⽥建設⼯業株式会社様のご厚意により、事業所の⼀⾓を休憩施設「双葉
町ふれあい広場」として開放されておりますのでご利⽤ください。
• 利⽤可能時間
9:00〜16:30まで
※年末年始の⻑期休暇等を除く全⽇（⼟⽇・祝⽇もご利⽤いただけます）

• 利⽤可能な設備等
休憩室（20名程度着席可能）
⾃動販売機・ウォーターサーバー
トイレ及び多⽬的トイレ
ドローンによる町内空撮映像
双葉町再現模型

双葉町内で利⽤可能なトイレ(各種施設)について
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双葉町内への⽴⼊りにあたって

双葉町は、避難指⽰解除区域・⽴⼊規制の緩和区域（特定復興再⽣
拠点）・帰還困難区域の3区域に分かれております。⽴⼊規制の緩和
区域・帰還困難区域への⽴⼊りの際の安全・安⼼確保のため、以下
の点にご留意ください。
1. 放射性物質による放射線は、体で感じることができません。放射線量が周辺に⽐べ⾼

くなる地点（ホットスポット）があります。放射性物質による汚染の可能性を含めリ
スクが存在しますので、⼗分ご注意ください。

2. 緊急時に連絡がとれるよう、携帯電話･スマートフォンをお持ちになって⽴⼊りしてく
ださい。

3. ⽴⼊り時には⼀時⽴⼊⾞両通⾏証（以下「通⾏証」と⾔います。）と⾝分証明証(運転
免許証など)を携⾏してください。ゲートでの通⾏確認時に必要となります。

4. 帰還困難区域への⽴⼊りに当たっては、原⼦⼒規制委員会の助⾔を踏まえ、個⼈線量
計を着⽤するとともにお帰りの際はスクリーニング場へ線量計等の資機材を忘れずに
返却してください。

5. スクリーニング場の受付及び帰還困難区域への⽴⼊り可能な時間は9:00からとなって
おります。また、退出時間は16:00となっておりますので、時間内に必ず⽴⼊り作業を
終了していただきスクリーニング場までお戻りください。

6. 道路・信号の復旧状況は地域によって異なります。⾞を運転される際には⼗分にお気
を付けください。

7. 貴重品などの⼤切なものを⾃宅や事業所内に残さないようにするとともに、⼾締りを
しっかりと⾏ってください。なお、ご⾃宅等への不法侵⼊や盗難などが確認されたと
きは、警察へ届け出てください。
【届出先：双葉警察署浪江分庁舎 電話番号0240-34-2141】

8. 帰還困難区域（⽴⼊規制の緩和区域を含む）内に、以前より保管されていた飲⾷物は、
区域からの持出しを含めて飲⾷しないようにお願いいたします。

9. 帰還困難区域（⽴⼊規制の緩和区域含む）内から持ち出せるものは、表⾯汚染密度が
13,000cpm未満のもののみとなりますので、必ずスクリーニングを受けてください。

10. 帰還困難区域（⽴⼊規制の緩和区域を含む）内での宿泊はできません。また、⻑時間
の滞在はご遠慮ください。

11. 町内での⽕気の使⽤は控えていただき、やむをえず⽕を取り扱う場合は必ず消⽕した
ことを確認してからお帰りください。

12. 感電の恐れがありますので、切れた電線に近づいたり、触れたりしないでください。
13. 路上などに放置されているLPガスボンベなどの⾼圧ガスボンベを発⾒した場合には、

ガス漏れなどの恐れがあり危険ですので、できるだけ近寄ったり、触れたりせず、LP
ガス販売店または福島県⼀般⾼圧ガス協会(電話番号024-942-8731)に連絡願います。
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⽴⼊規制の緩和区域への⽴⼊り･留意点について

◎⽴⼊規制の緩和区域への⽴⼊りについて
⽴⼊規制の緩和区域・避難指⽰解除区域は、通⾏証を所持、確認
を要することなく⽴⼊りが可能です。
国道６号等の主要道路においては、特別通過交通制度が適⽤され
ており、通⾏証を所持、確認を要することなく通⾏が可能です。
⽴⼊規制の緩和区域への主な⽴⼊りルートについては次の通りと
なります。
※1〜2ページ「双葉町内⽴⼊り案内図」と合わせてご参照ください。
1 国道6号北側（浪江町側）からの⼊域
2 県道391号北側(避難指⽰解除区域)からの⼊域
3 県道256号からの⼊域
4 国道6号南側（⼤熊町側）からの⼊域
5 国道288号からの⼊域
（令和２年12⽉10⽇から特別通過交通制度が適⽤されました。）

6 県道35号から 3 ・ 5 を通じての⼊域
◎⽴⼊規制の緩和区域への⽴⼊り時の留意点について

• 当該区域では、通⾏証を所持、確認を要することなく⽴⼊ることが可能で
すが、未除染区域もあることから、不要な被ばくを防ぐために、不要不急
の⽴⼊りは控え、⻑時間の滞在はご遠慮ください。また、この区域内での
宿泊はできません。

• ⾼頻度で⽴⼊りをされる⽅は個⼈積算線量計の携帯をお願いします。線量
計の貸出をご希望される⽅は、双葉町コミュニティーセンター連絡所また
は⻑塚越⽥スクリーニング場で、9:00〜15:00まで受付けておりますので
お⽴ち寄りください。

• この区域内の道路を歩いたり、清掃済みの⾃宅内で過ごす場合は、通常の
服装でも可能ですが、⻑期間⽴⼊りしていなかった未除染の家屋内での作
業や、未除染区域での除草、清掃にあたっては、放射性物質が⽪膚に付着
したり吸い込んだりする可能性があるため、⻑袖⻑ズボン、マスクの着⽤
をお願いします。

• この区域から退域する際のスクリーニング場への⽴ち寄りは原則として不
要ですが、持ち出し物品がある場合は、必ず最寄りのスクリーニング場で
持ち出し物品のスクリーニングを⾏ってください。
（表⾯汚染密度が13,000cpm以上の物品の持ち出しはできません）

• P1
• P2

• P15 双葉町⺠以外の⽅のお墓参りについて
• P16 双葉町内墓地経路図
• P17 双葉町内お墓参り専⽤通⾏証申請書《記⼊例》

双葉町への
⽴⼊りのしおり

令和2年12⽉（第9版）

• P13 公益⽬的での⼀時⽴⼊りについて
• P14 帰還困難区域への公益⽬的の⼀時⽴⼊りに関する申請書《記⼊例》

• P9 特別通過交通制度について
• P10 特別通過交通路線⼀覧

• P11
• P12

• P5 双葉町内で利⽤可能なトイレ（各種施設）について
• P6 双葉町内トイレ設置⼀覧

• P7 双葉町内への⽴⼊りにあたって
• P8 ⽴⼊規制の緩和区域への⽴⼊り・留意点について

• P3 主要ゲート・スクリーニング場案内図
• P4 新設ゲート位置図

双葉町内⽴⼊り案内図

• P18 連絡先⼀覧

帰還困難区域への町⺠⼀時⽴⼊りについて
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特別通過交通制度について

◎特別通過交通制度とは
特別通過交通制度とは、被災地域の復旧・復興を図るため、帰還
困難区域の主要道路を通⾏証を所持、確認を要することなく通過
可能とする制度です。
令和2年12⽉10⽇から国道288号に特別通過交通制度が適⽤されま
した。これにより、⽴⼊規制の緩和区域へ繋がる主要道路は、特
別通過交通制度が適⽤となり、通⾏証を所持、確認を要すること
なく⽴⼊りができるようになりました。

◎特別通過交通制度を利⽤するにあたっての注意事項
特別通過交通路線を通過するにあたって、下記事項について注意
していただくようお願いいたします。
• 特別通過交通路線では、引き続き復旧⼯事を⾏っている箇所もあること
や、イノシシ等の野⽣動物が道路を急に横断することがありますので、
⼗分に注意して通⾏してください。

• 特別通過交通制度で通⾏可能な路線はあくまで通過を⽬的としたもので
す。⾞両の駐停⾞は禁⽌区域となっておりますので速やかに通⾏してく
ださい。

• 新たに特別通過交通制度が適⽤された国道288号沿線へ⽴⼊される⽅につ
きましては、⽴⼊申請時に、バリケードの開閉項⽬が追加されました。
沿線の住⺠の⽅へご案内している⽴⼊り⽅法について、再度確認のうえ
町内の⽴⼊りをお願いします。

• 特別通過交通制度が適⽤となった道路であっても、町外では⾞種により通
⾏が不可能な路線が存在しますのでご注意ください。なお、軽⾞両（⾃転
⾞・荷⾞等）及び徒歩での通⾏は特別通過交通路線全線不可となっており
ます。右図「特別通過交通路線⼀覧」をあわせてご確認ください。

◎⾃動⼆輪･原動機付⾃転⾞及び軽⾞両･徒歩の通⾏が不可能な特別通過交通路線
双葉町
⑪町道双葉インター線 県道256号〜常磐⾃動⾞道までの区間
（中型以上の⾃動⼆輪⾞は可）

浪江町
④国道114号 県道34号〜旧津島ゲートまでの区間
⼤熊町
⑤国道288号 旧⼭神ゲート〜中屋敷ゲートまでの区間
⑧県道252号 ⼤熊町道東15号〜国道6号までの区間
⑫⼤熊町道東15号外4路線 国道6号〜県道35号までの区間
⑬⼤熊町道東19号 県道252号〜⼤野駅東⼝⼊⼝までの区間
⑭⼤熊町道⻄49号外1路線 ⼤熊町道⻄20号〜⼤熊町道⻄9号までの区間
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No 対象ルート 地点
⾃動
⼆輪
(中型
以上)

⼩型⾃動⼆輪
原動機付⾃転⾞

軽⾞両
(⾃転⾞等)
歩⾏者

① 常磐⾃動⾞道 帰還困難区域を通過する区間 〇 ✕ ✕

② 国道6号
国道6号〜県道36号

双葉・浪江町境〜旧富岡消防署前
双葉・浪江町境〜旧⼤菅ゲート
※双葉町⽴⼊規制の緩和区域内の区間除く

〇 〇 ✕

③ 国道114号 県道34号〜旧室原ゲート 〇 〇 ✕

④ 国道114号 県道34号〜旧津島ゲート ✕ ✕ ✕

⑤ 国道288号 旧⼭神ゲート〜中屋敷ゲート ✕ ✕ ✕

⑥ 国道288号
(県道35号重⽤区間含む)

旧⼭神ゲート〜双葉町⽴⼊規制の緩和区域
境 〇 〇 ✕

⑦ 県道35号(国道288号重⽤区間含む) 国道114号〜⼤熊町⽴⼊規制の緩和区域境 〇 〇 ✕

⑧ 県道252号 ⼤熊町道東15号〜国道6号 ✕ ✕ ✕

⑨ 県道253号 県道35号〜酒井地区の帰還困難区域境 〇 〇 ✕

⑩ 県道256号 県道253号〜双葉町⽴⼊規制の緩和区域境 〇 〇 ✕

⑪ 町道双葉インター線
（常磐双葉IC） 県道256号〜常磐⾃動⾞道 〇 ✕ ✕

⑫ ⼤熊町道東15号外4路線 国道6号〜県道35号 ✕ ✕ ✕

⑬ ⼤熊町道東19号 県道252号〜⼤野駅東⼝⼊⼝ ✕ ✕ ✕

⑭ ⼤熊町道⻄49号外1路線 ⼤熊町道⻄20号〜⼤熊町道⻄9号 ✕ ✕ ✕

特別通過交通路線⼀覧

• P1
• P2

• P15 双葉町⺠以外の⽅のお墓参りについて
• P16 双葉町内墓地経路図
• P17 双葉町内お墓参り専⽤通⾏証申請書《記⼊例》

双葉町への
⽴⼊りのしおり

令和2年12⽉（第9版）

• P13 公益⽬的での⼀時⽴⼊りについて
• P14 帰還困難区域への公益⽬的の⼀時⽴⼊りに関する申請書《記⼊例》

• P9 特別通過交通制度について
• P10 特別通過交通路線⼀覧

• P11
• P12

• P5 双葉町内で利⽤可能なトイレ（各種施設）について
• P6 双葉町内トイレ設置⼀覧

• P7 双葉町内への⽴⼊りにあたって
• P8 ⽴⼊規制の緩和区域への⽴⼊り・留意点について

• P3 主要ゲート・スクリーニング場案内図
• P4 新設ゲート位置図

双葉町内⽴⼊り案内図

• P18 連絡先⼀覧

帰還困難区域への町⺠⼀時⽴⼊りについて
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帰還困難区域への町⺠⼀時⽴⼊りについて

⽴⼊規制の緩和区域と帰還困難区域及び県道35号・県道256号に加え
国道288号の沿線には、バリケード等が設置され、帰還困難区域への
⽴⼊り⽅法が通⾏確認ゲート(有⼈ゲート)からの⼊退域と、無⼈バリ
ケードからの⼊退域(防犯上、⼊退域できるバリケードは限定されま
す。)の2つに区分されます。
国道288号の特別通過交通制度の適⽤に伴い、⼭⽥ゲート・前⽥坂下
ゲートが撤去され、新たに郡⼭⻄原ゲート・⼭⽥富沢橋東ゲートが
設置されました。双葉町内に設置されている有⼈ゲートは、鴻草
ゲート・⾼万廹交差点東ゲート・東北レミコン南交差点東ゲートに
加え、郡⼭⻄原ゲート・⼭⽥富沢橋東ゲートの5か所となります。

◎コールセンターでの⽴⼊り申し込み
⽴⼊り希望⽇前⽇までの受付時間内(平⽇8:00〜20:00、⼟⽇･祝⽇8:00〜
17:00)にコールセンター（0120-220-788）へ連絡し、下記の【必要事
項】をお伝えください。

【必要事項】
問い合わせ番号・世帯代表者名・⽴⼊り⼈数・ 双葉町の住所・⽴⼊り希望
⽇・⽴⼊り先・⾞両情報（メーカー･⾞種･⾊・ナンバー)・⾏き帰りのスク
リーニング場
注）マイカー⽴⼊りの場合、通⾏証の事前送付はありません。お申込みい
ただいたスクリーニング場で通⾏証が交付されます。

◎町⺠⼀時⽴⼊りについて
【⼀時⽴⼊りに関するお知らせ】が
上半期と下半期の年2回、世帯代表
者へコールセンターより送付されま
す。(右図参照)
右図下段の⾚枠の箇所が⽴⼊り時の問い
合わせ番号となります。コールセンター
へご連絡時に問い合わせ番号をお伝えい
ただくと⼿続きがスムーズに進みます。
なお、「⼀時⽴⼊りに関するお知らせ」
には⽴⼊り実施スケジュールなどが掲載
されていますので、内容を今⼀度ご確認
ください。
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帰還困難区域への町⺠⼀時⽴⼊りについて

◎無⼈バリケードを通過しての⽴⼊りの場合
申し込み⽅法は従来通りの通⾏確認ゲート(有⼈ゲート)からの⽴⼊りと同
様、コールセンターへお申し込みいただきますが、無⼈バリケードを通過
しての⽴⼊りの場合、無⼈バリケードを使⽤して⽴⼊ることをお伝えいた
だきますと、オペレーターがバリケードの場所、⽴⼊り予定時刻・退出時
刻等を追加でお伺いします。⽴⼊⽇当⽇、バリケード開閉スタッフがお伺
いした⽴⼊り予定時刻に、お申込みいただいた無⼈バリケード前で、通⾏
証などを確認し開錠後に⽴⼊りとなります。
なお、町からお送りしました【特別通過交通制度の適⽤に伴う⽴⼊⼿続き
について】をご確認いただけますと、スムーズな申し込みが可能となりま
すので今⼀度ご確認いただくようお願いします。

◎駅送迎バスによる⽴⼊りについて
駅送迎バス⽴⼊りとは、駅送迎バス⽴⼊り実施⽇に限り、JR常磐線双葉駅
等から⼩型⾞両(最⼤9⼈まで)に乗り、1世帯毎に運転⼿をつけての町内へ
の⽴⼊りが可能な制度です。

○注意事項
 9:00〜15:00の間の最⼤2時間まで
 受付は、1⽇あたり最⼤4世帯までとなります。
 実施⽇につきましては、【⼀時⽴⼊りに関するお知らせ】駅送迎バス

⽴⼊り実施スケジュールをご確認ください。
◎バスによる⽴⼊りについて

バス⽴⼊りとは、バス⽴⼊り実施⽇の1か⽉前までにコールセンターへ申
込みいただき、送迎バス等でスクリーニング場まで向かい、マイクロバス
等へ乗り換えて町内への⽴⼊りが可能な制度です。

○注意事項
 令和3年3⽉5⽇(⾦)、6⽇(⼟)のバス⽴⼊り申し込み締切⽇は令和3年2

⽉4⽇(⽊)となります。
 ⼀度のバス⽴⼊りで申込み可能な⼈数は最⼤3名までです。
 バスの乗降やトイレに介助が必要な場合は、必ず介助者と⼀緒に⽴⼊

りをしてください。
 ⽴⼊規制の緩和区域や避難指⽰解除区域へのバス⽴⼊りも申し込みが

できます。
 当⽇早朝までに⽴⼊りができなくなった場合は「従来型バスによる⼀

時⽴⼊りについて(お知らせ)」に記載の連絡先まで必ず連絡をしてくだ
さい。

• P1
• P2

• P15 双葉町⺠以外の⽅のお墓参りについて
• P16 双葉町内墓地経路図
• P17 双葉町内お墓参り専⽤通⾏証申請書《記⼊例》

双葉町への
⽴⼊りのしおり

令和2年12⽉（第9版）

• P13 公益⽬的での⼀時⽴⼊りについて
• P14 帰還困難区域への公益⽬的の⼀時⽴⼊りに関する申請書《記⼊例》

• P9 特別通過交通制度について
• P10 特別通過交通路線⼀覧

• P11
• P12

• P5 双葉町内で利⽤可能なトイレ（各種施設）について
• P6 双葉町内トイレ設置⼀覧

• P7 双葉町内への⽴⼊りにあたって
• P8 ⽴⼊規制の緩和区域への⽴⼊り・留意点について

• P3 主要ゲート・スクリーニング場案内図
• P4 新設ゲート位置図

双葉町内⽴⼊り案内図

• P18 連絡先⼀覧

帰還困難区域への町⺠⼀時⽴⼊りについて
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公益⽬的での⼀時⽴⼊りについて

令和2年12⽉10⽇から、国道288号が特別通過交通制度の適⽤となった
ことから、郡⼭市⽅⾯から⽴⼊規制の緩和区域へ⾃由にアクセスがで
きるようになり、⽴⼊規制の緩和区域へ繋がる主要路線につきまして
は通⾏証を所持、確認を要することなく⽴⼊りが可能となりました。
特別通過交通路線につきましては、10ページをご確認ください。
⼀⽅、国道288号沿線には、有⼈ゲートや無⼈バリケードが新たに設
置されることとなるため、帰還困難区域にて復旧・復興事業に携る事
業者の皆様には、引続き公益⽬的での⼀時⽴⼊りに関する申請が必要
となります。加えて特別通過交通路線(国道6号･国道288号･県道35号･
県道256号)に設置されているバリケードを利⽤して⽴⼊る場合は「双
葉町バリケード開閉依頼申請書」を提出いただくようになります。
国道288号の特別通過交通制度の適⽤に合わせて、申請書の様式も変
更しておりますので、⽴⼊り予定の事業者の皆様には、お⼿数ですが、
新しい申請様式をご使⽤ください。
新規申請様式の主な変更点は以下のとおりとなります。
【主な変更点】（次ページ申請書記⼊例と合わせてお読みください。）
○申請書項⽬④ 双葉町への⽴⼊り経路
国道288号に特別通過交通制度が適⽤されたことに伴い、⼭⽥ゲート・前⽥坂
下ゲートが撤去となり、郡⼭⻄原ゲート・⼭⽥富沢橋東ゲートが新設されまし
た。
⽴⼊り⽤務時に通過するゲートのみを選択し、チェックを⼊れてください。
有⼈ゲートの設置箇所については1〜2ページの「双葉町内⽴⼊り案内図」に
よりご確認ください。
また、無⼈バリケードから帰還困難区域への⼊域をされる事業者は、通⾏沿線
バリケード名を選択していただき、別途「双葉町バリケード開閉依頼申請書」
を提出いただくようになります。
その際は、通過バリケード番号等の確認をさせていただきますので、お⼿数で
すが、住⺠⽣活課（0246-84-5206）まで、ご連絡ください。
※ 各ゲートの通過につきましては、⼯事や業務の内容を確認し、ゲート通過

の必要性を判断しますので、⼯事請負契約書(写)や業務委託契約書(写)並
びに⼯事箇所位置図等の提出をお願いします。
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87

1

⑤
ス
ク
リー
ニ
ン
グ
場

（
次

の
候

補
か

ら選
択

して
□

へ
✓

を
つ

け
て

くだ
さい

。）

県
道

35
号

沿
線

県
道

25
6号

沿
線

実
施

⽅
法

︓

⾼
津

⼾
ス

クリ
ー

ニン
グ

場
富

岡
町

⼤
字

上
⼿

岡
字

⾼
津

⼾
地

内
9:

00
〜

18
:0

0
07

0-
45

73
-8

86
9

⽑
萱

・波
倉

ス
クリ

ー
ニン

グ
場

富
岡

町
⼤

字
⽑

萱
字

前
川

原
23

2-
16

9:
00

〜
18

:0
0*

2
07

0-
45

73
-8

86
8

双
葉

町
記

⼊
欄

双
葉

町
確

認

⼭
⽥

富
沢

橋
東

ゲ
ー

ト（
新

設
）

令
和

○
○

年
○

○
⽉

○
○

⽇

④
双
葉
町
へ
の
⽴
⼊
り経

路
（

次
の

項
⽬

か
ら選

択
して

□
へ

✔
を

つ
け

て
くだ

さい
。）

帰
還
困
難
区
域
へ
の
公
益
⽬
的
の
⼀
時
⽴
⼊
りに
関
す
る
申
請
書

　私
は

、⾃
らの

責
任

に
お

い
て

、帰
還

困
難

区
域

へ
の

⼀
時

⽴
⼊

りを
した

い
の

で
、下

記
の

とお
り申

請
しま

す
。

　ま
た

、「
帰

還
困

難
区

域
へ

の
公

益
⽬

的
の

⼀
時

⽴
⼊

りを
申

請
され

る
事

業
者

の
⽅

へ
（

注
意

事
項

）
」を

確
認

した
上

で
⽴

⼊
りを

⾏
い

ま
す

。
記

①
⽴
⼊
り希

望
⽇

 令
和

〇
〇

年
○

○
⽉

○
○

⽇
( 

△
 )

 〜
 令

和
〇

〇
年

○
○

⽉
○

○
⽇

( 
△

 )

②
⽴
⼊
り場

所
（
住
所
等
）

③
⽴
⼊
り⽬

的
・業
務
名

双
葉

町
収

受
印

及
び

受
付

番
号

法
⼈

・組
織

名

代
表

者
⽒

名

担
当

者
⽒

名

〒
 9

74
-8

21
2

住
所

浪
江

町
⼤

字
下

津
島

字
松

⽊
⼭

22
-1

9:
00

〜
18

:0
0*

1
08

0-
80

14
-0

72
1

TE
L／

FA
X

その
他

の
⽅

法
で

ス
クリ

ー
ニン

グ

双
葉

町
い

わ
き

事
務

所
　住

⺠
⽣

活
課

役
職

名
　双

葉
　太

郎

双
葉

　花
⼦

福
島

県
い

わ
き

市
東

⽥
町

⼆
丁

⽬
19

-4

02
46

-8
4-

52
06

 /
 0

24
6-

84
-5

21
3

□
 　

同
意

　　
□

　不
同

意

・各
種
バ
リケ
ー
ド　

※
別

途
、バ

リケ
ー

ド開
閉

依
頼

申
請

書
の

提
出

が
必

要
とな

りま
す

。

⾼
万

廹
東

ゲ
ー

ト

*1
津

島
活

性
化

ｾﾝ
ﾀｰ

、中
屋

敷
SC

場
の

冬
期

(1
2⽉

1⽇
〜

3⽉
31

⽇
)の

運
営

時
間

は
、9

:0
0〜

17
:0

0と
な

りま
す

。ご
注

意
くだ

さい
。

注
）

通
⾏

可
能

ゲ
ー

ト及
び

バ
リケ

ー
ドの
通
⾏
可
能
時
間
は
9:
00
〜
17
:0
0ま
で

とな
りま

す
。

鴻
草

ゲ
ー

ト
東

北
レ

ミコ
ン東

ゲ
ー

ト
郡

⼭
⻄

原
ゲ

ー
ト（

新
設

）

箇
所

名
所

在
地

受
付

時
間

連
絡

先
津

島
活

性
化

ｾﾝ
ﾀｰ

ｽｸ
ﾘｰ

ﾆﾝ
ｸﾞ

場現
地

確
認

　※
業

務
委

託
を

受
け

て
い

る
場

合
は

委
託

契
約

書
の

写
しを

添
付

双
葉

町
⼤

字
⼭

⽥
字

堂
ノ廹

地
内

*2
加

倉
、⽑

萱
・波

倉
SC

場
以

外
で

は
、重

機
・特

殊
⾞

両
・⼤

型
⾞

両
の

ス
クリ

ー
ニン

グ
対

応
が

で
き

な
い

場
合

が
あ

りま
す

の
で

、事
前

に
*2

お
電

話
等

で
ご

確
認

くだ
さい

。

令
和

　　
　　

年
　　

　　
⽉

　　
　　

⽇

双
葉

町
　第

　　
　　

　　
　　

　号

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 № 1 2 3 4 5 Ｇ
Ｍ

ｻｰ
ﾍﾞ

ｲﾒ
ｰﾀ

☑
□

線
量

計
☑

□
⑩

そ
の

他
　重

機
等

の
持

ち
込

み
機

材
や

搬
出

予
定

⾞
両

が
あ

る
場

合
は

、別
途

任
意

様
式

を
ご

準
備

くだ
さい

。

○
△

建
設

株
式

会
社

福
島

　県
太

⑥
⽴

⼊
者

　※
注

意
事

項
「６

．
同

意
事

項
」を

確
認

の
上

、同
意

事
項

確
認

欄
に

チ
ェッ

クし
て

くだ
さい

。
（

⽴
⼊

者
全

員
に

つ
い

て
記

載
して

くだ
さい

。欄
が

不
⾜

す
る

際
は

必
要

事
項

を
記

⼊
した

別
紙

とし
て

くだ
さい

。）

法
⼈

・組
織

名

双
葉

町
い

わ
き

事
務

所
　住

⺠
⽣

活
課

双
葉

町
い

わ
き

事
務

所
　住

⺠
⽣

活
課

⽒
名

双
葉

　太
郎

双
葉

　花
⼦

同
意

事
項

確
認

☑ ☑ ☑ □

　緊
急

連
絡

先
（

携
帯

番
号

等
）

□ □ □ □

09
0-

○
○

○
○

-△
△

△
△

09
0-

○
△

△
○

-□
□

△
△

09
0-

□
△

○
△

-△
○

○
△

□ □

メー
カー

名
　⾞

両
名

ナ
ンバ

ー

い
わ

き
あ

○
○

○
△

□
△

○

⑦
⽴

⼊
⾞

両
 ※

記
載

⾞
両

以
外

は
、ゲ

ー
トを

通
過

す
る

こと
が

で
き

ま
せ

ん
。 (

欄
が

不
⾜

す
る

際
は

別
紙

とし
て

くだ
さい

。)

⾞
種

⾊ ⽩

⾃
分

で
準

備
その

他
（

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

）
その

他
（

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

）

⑧
搬

出
予

定
物

品
（

具
体

的
に

記
載

して
くだ

さい
。）

※
⾷

べ
物

、⽣
き

物
、業

務
に

関
係

の
な

い
も

の
、左

記
以

外
の

も
の

で
も

ス
クリ

ー
ニン

グ
の

結
果

１
万

３
千

ｃ
ｐ

ｍ
を

超
え

た
   

も
の

の
持

ち
出

しは
ご

遠
慮

い
た

だ
い

て
お

りま
す

。（
欄

が
不

⾜
す

る
際

は
別

紙
とし

て
くだ

さい
。）

⑨
放

射
線

管
理

（
⽴

⼊
りの

際
は

、事
業

者
責

任
に

お
い

て
準

備
す

る
Ｇ

Ｍ
ｻｰ

ﾍﾞ
ｲﾒ

ｰﾀ
及

び
線

量
計

を
必

ず
お

持
ち

くだ
さい

。）
※

Ｇ
Ｍ

ｻｰ
ﾍﾞ

ｲﾒ
ｰﾀ

及
び

線
量

計
の

確
保

⽅
法

に
つ

い
て

、そ
れ

ぞ
れ

い
ず

れ
か

に
☑

を
付

け
て

くだ
さい

。「
その

他
」に

☑
を

付
け

る
場

合
は

、
　 

具
体

的
な

確
保

⽅
法

を
記

載
して

くだ
さい

。

数
量

物
品

等
の

種
類

な
し

物
品

等
の

種
類

⾃
分

で
準

備

数
量

立
入

り
さ
れ

る
可
能
性

が
あ

る
方

全
員
の
法

人
組

織
名

･

氏
名

･
緊

急
連
絡

先
を
記

入
し

て
く

だ
さ
い

必
要

最
小
限

の
車
両
情

報
を

記
入

し
て
く
だ

さ
い

搬
出

予
定
が

あ
る
場
合

、
搬

出
の

有
無
に
関

わ
ら

ず
記

入
し
て
く

だ
さ

い

• P1
• P2

• P15 双葉町⺠以外の⽅のお墓参りについて
• P16 双葉町内墓地経路図
• P17 双葉町内お墓参り専⽤通⾏証申請書《記⼊例》

双葉町への
⽴⼊りのしおり

令和2年12⽉（第9版）

• P13 公益⽬的での⼀時⽴⼊りについて
• P14 帰還困難区域への公益⽬的の⼀時⽴⼊りに関する申請書《記⼊例》

• P9 特別通過交通制度について
• P10 特別通過交通路線⼀覧

• P11
• P12

• P5 双葉町内で利⽤可能なトイレ（各種施設）について
• P6 双葉町内トイレ設置⼀覧

• P7 双葉町内への⽴⼊りにあたって
• P8 ⽴⼊規制の緩和区域への⽴⼊り・留意点について

• P3 主要ゲート・スクリーニング場案内図
• P4 新設ゲート位置図

双葉町内⽴⼊り案内図

• P18 連絡先⼀覧

帰還困難区域への町⺠⼀時⽴⼊りについて
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双葉町⺠以外の⽅のお墓参りについて

双葉町内のお墓にお参りされる町外の⽅は、お墓参り専⽤通⾏証の
申請が必要です。
◎申請⼿続き
下記の書類を、双葉町住⺠⽣活課へお持ち込みいただくか郵送またはFAXに
て提出して下さい。
申請書の変更点
双葉町内お墓参り専⽤通⾏証申請書項⽬に「バリケード開閉依頼」が追加
されました。右ページ「双葉町内墓地経路図」及び、1〜2ページの「双葉
町内⽴⼊り案内図」をご確認の上ご記⼊お願いします。
⽴⼊規制の緩和区域が設定されたことにより、通⾏証の所持、確認を要さない
墓地がありますので、右ページ「双葉町内墓地経路図」よりご確認ください。

•提出書類
1. 双葉町内お墓参り専⽤通⾏申請書
2. 顔写真付きの⾝分証明書（運転免許証、パスポートなど）の写し
3. 墓地の場所と経路を⽰した地図（⾚ペン等で通⾏するルートを記⼊して
いただきます。右のページをご確認ください。）

※郵送期間を要しますので、⽴⼊りを希望する10⽇前までに申請書を提
出してください。

◎お墓参り可能な時間及び通⾏ルートについて
お墓参り専⽤通⾏証が必要なお墓への⽴⼊り時間帯は9:00〜16:00までと
なっております。なお、お墓参り専⽤通⾏証となっておりますので、帰還
困難区域内での寄り道等はご遠慮くださいますようお願いします。

◎お墓参り当⽇お持ちいただくもの
• 双葉町内お墓参り専⽤通⾏証
• ⽴⼊者名簿（提出頂いた申請書のコピーをお返しします。）
• ⽴⼊者全員の⾝分証明書

◎注意事項
上記内容及び、有⼈ゲート・無⼈バリケード開閉スタッフ等の指⽰に従っ
てお墓参りをしてください。
通⾏確認ゲートで上記書類の確認がありますので忘れずお持ちください。
お忘れになった場合はお墓参りができなくなります。
お墓参りの際には、線⾹をあげる場合は必ず消⽕した事を確認し、供物･
供花等は墓地荒れの原因となる野⽣動物の餌となってしまうため必ず持ち
帰りください。
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No
.

申
請
が
必
要
な
墓
地
⼀
覧

備
考

1
鴻
草
共
同
墓
地

鴻
草
G

2
鴻
草
墓
地

鴻
草
G

3
渋
川
共
同
墓
地

拠
点
内
No
.3
7

4
松
倉
共
同
墓
地

県
道
25
6号

No
.1
8

5
唐
沢
共
同
墓
地

県
道
25
6号

沿
い

6
上
⽻
⿃
沢
⼊
共
同
墓
地

拠
点
内
No
.3
0

7
郡
⼭
鍛
治
内
墓
地

郡
⼭
⻄
原
G

8
郡
⼭
共
同
墓
地

郡
⼭
⻄
原
G

9
下
条
共
同
墓
地

⾼
万
迫
東
G

10
⼭
⽥
上
の
台
墓
地

⼭
⽥
富
沢
橋
東
G

11
⼭
⽥
⼩
⾖
迫
墓
地

⼭
⽥
富
沢
橋
東
G

12
⼭
⽥
川
縁
墓
地

国
道
28
8号

No
.4
6

13
松
迫
共
同
墓
地

国
道
28
8号

No
.6
1

14
⽯
熊
下
⼋
房
平
共
同
墓
地

県
道
35
号
No
.2
3

15
⽯
熊
南
⼋
房
平
共
同
墓
地

県
道
35
号
沿
い

No
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

申
請
が
不
要
な
墓
地
⼀
覧

中
⽥
共
同
墓
地

上
⽻
⿃
共
同
墓
地

双
葉
町
内
墓
地
経
路
図

上
⽻
⿃
反
町
墓
地

⽻
⿃
共
同
墓
地

下
⽻
⿃
共
同
墓
地

下
⽻
⿃
南
菅
町
墓
地

双
葉
町
越
⽥
霊
園

⻑
塚
越
⽥
共
同
墓
地

⾃
性
院
⻑
塚
霊
園

下
⻑
塚
共
同
墓
地

双
葉
町
寺
内
前
墓
地
霊
園

⻑
塚
町
東
共
同
墓
地

⽔
沢
共
同
墓
地

前
⽥
椚
内
墓
地

⾃
性
院
前
⽥
霊
園

⾃
性
院
墓
地

新
⼭
共
同
墓
地

光
善
寺
墓
地

⽬
迫
共
同
墓
地

⽬
迫
⻑
迫
墓
地

• P1
• P2

• P15 双葉町⺠以外の⽅のお墓参りについて
• P16 双葉町内墓地経路図
• P17 双葉町内お墓参り専⽤通⾏証申請書《記⼊例》

双葉町への
⽴⼊りのしおり

令和2年12⽉（第9版）

• P13 公益⽬的での⼀時⽴⼊りについて
• P14 帰還困難区域への公益⽬的の⼀時⽴⼊りに関する申請書《記⼊例》

• P9 特別通過交通制度について
• P10 特別通過交通路線⼀覧

• P11
• P12

• P5 双葉町内で利⽤可能なトイレ（各種施設）について
• P6 双葉町内トイレ設置⼀覧

• P7 双葉町内への⽴⼊りにあたって
• P8 ⽴⼊規制の緩和区域への⽴⼊り・留意点について

• P3 主要ゲート・スクリーニング場案内図
• P4 新設ゲート位置図

双葉町内⽴⼊り案内図

• P18 連絡先⼀覧

帰還困難区域への町⺠⼀時⽴⼊りについて
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双
葉

町
長

退
域

時
刻

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

□
　

鴻
草

ゲ
ー

ト

□
　

高
万

廹
東

ゲ
ー

ト

□
　

山
田

富
沢

橋
東

ゲ
ー

ト

※※
ごご

注注
意意

くく
だだ

ささ
いい

双双
葉葉

町町
内内

おお
墓墓

参参
りり

専専
用用

通通
行行

申申
請請

書書
（

双
葉

町
民

以
外

の
方

の
お

墓
参

り
専

用
）

令
和

〇
〇

年
〇

〇
月

〇
〇

日

〇〇
おお

申申
込込

みみ
ささ

れれ
るる

方方
のの

情情
報報

（
顔

写
真

付
き

の
身

分
証

明
書

の
写

し
を

添
付

願
い

ま
す

。
）

双
葉

町
内

墓
地

名
 
 
　

例
　

郡
山

共
同

墓
地

（
個

人
墓

地
の

場
合

は
所

在
地

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
）

送
付

先
住

所
　

〒
　

例
　

9
6
3
-
8
0
2
4
　

福
島

県
郡

山
市

朝
日

一
丁

目
2
0
番

2
号

お
名

前
　

　
例

　
郡

山
　

支
郎

車車
両両

ナナ
ンン

ババ
ーー

　　
双双

葉葉
55
00
00
ああ

11
22
33
44

メメ
ーー

カカ
ーー

：：
メメ

ーー
カカ

ーー
名名

　　
車車

名名
：：

車車
名名

　　
色色

：：
　　

黒黒

〇〇
通通

行行
有有

人人
ゲゲ

ーー
トト

（
通

過
ゲ

ー
ト

の
□

に
✓

を
付

け
て

く
だ

さ
い

）

☑
　

郡
山

西
原

ゲ
ー

ト

□
　

東
北

レ
ミ

コ
ン

東
ゲ

ー
ト

令令
和和

〇〇
年年

〇〇
月月

〇〇
〇〇

日日
((
□□

))

〇〇
ババ

リリ
ケケ

ーー
ドド

開開
閉閉

依依
頼頼

　　
□□

ああ
りり

　　
☑☑

なな
しし

（
□

に
✓

を
付

け
て

く
だ

さ
い

）

帰帰
還還

困困
難難

区区
域域

等等
へへ

のの
入入

域域
可可

能能
時時

間間
はは

99
::
00
00
  
～～

  
11
66
::
00
00
とと

なな
りり

まま
すす

。。

入
域

バ
リ

番
号
　

□
県

道
3
5
号

N
o
.
2
3
　

　
□

県
道

2
5
6
号

N
o
.
1
8

バ
リ

ケ
ー

ド
番

号
　

□
拠

点
内

N
o
.
3
0
　

□
拠

点
内

N
o
.
3
7
　

□
国

道
2
8
8
号

N
o
.
4
6
　

□
国

道
2
8
8
号

N
o
.
6
1

入
域

時
刻

　
　

　
　

　
　

　
　

〇〇
希希

望望
ささ

れれ
るる

立立
ちち

入入
りり

日日
　　

墓
地

名
は

、
別

紙
の

双
葉

町
内

墓
地

経
路

図
を

ご
確

認
の

う
え

、
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
あ

わ
せ

て
墓

地
ま

で
の

経
路

図
を

作
成

し
て

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
経

路
図

の
作

成
が

困
難

な
場

合
は

双
葉

町
 
住

民
生

活
課

に
て

指
定

ル
ー

ト
を

作
成

し
ま

す
。

な
お

、
おお

墓墓
参参

りり
専専

用用
通通

行行
証証

でで
はは

通通
行行

ルル
ーー

トト
をを

外外
れれ

てて
のの

通通
行行

はは
でで

きき
まま

せせ
んん

。。

双
葉

町
内

で
は

、
警

察
等

に
よ

る
防

犯
巡

回
を

強
化

中
で

す
。

ま
た

、
双

葉
町

内
に

て
通

行
証

や
身

分
証

明
書

の
提

示
を

求
め

ら
れ

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
あ

ら
か

じ
め

ご
了

承
願

い
ま

す
。

な
お

、
防防

犯犯
のの

観観
点点

かか
らら

立立
入入

りり
日日

がが
単単

日日
のの

みみ
のの

申申
請請

とと
なな

りり
まま

すす
。。

線
量 μ

S
v

μ
S
v

μ
S
v

μ
S
v

μ
S
v

μ
S
v

μ
S
v

μ
S
v

　　
行

き
帰

り

□
□

☑
☑

□
□

□
□

□
□

□
□

※
通

信
欄

（
必

要
に

応
じ

て
役

場
で

記
入

し
ま

す
。

）

〇〇
おお

墓墓
参参

りり
ささ

れれ
るる

方方
（

同
乗

者
全

員
分

の
お

名
前

等
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
）

お
名

前
生

年
月

日
携

帯
電

話
番

号

例
　

郡
山

　
支

郎
S
2
0
.
3
.
3

0
9
0
-
0
0
0
0
-
1
2
3
4

例
　

郡
山

　
花

子
S
2
1
.
7
.
7

0
9
0
-
0
0
0
1
-
5
5
5
5

線
量

記
入

欄
↑

〇〇
防防

護護
装装

備備
等等

のの
受受

けけ
取取

りり
とと

スス
クク

リリ
ーー

ニニ
ンン

ググ
にに

つつ
いい

てて

次
の

６
つ

の
中

継
基

地
等

で
防

護
装

備
の

受
け

取
り

と
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

を
受

け
て

い
た

だ
き

ま
す

。
双

葉
町

内
に

立
入

る
前

と
立

入
り

終
了

後
に

必
ず

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
場

へ
お

立
ち

寄
り

く
だ

さ
い

。

　　
　　

スス
クク

リリ
ーー

ニニ
ンン

ググ
場場

名名

　　
①①

　　
加加

倉倉
スス

クク
リリ

ーー
ニニ

ンン
ググ

場場

　
個

人
積

算
線

量
計

を
お

持
ち

で
し

ょ
う

か
？

　
　

□
　

は
い

　
　

☑
　

い
い

え

　
個

人
積

算
線

量
計

を
お

持
ち

の
方

は
、

ご
自

身
で

の
線

量
管

理
に

ご
協

力
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
　

上
記

名
簿

の
線

量
欄

に
立

ち
入

り
終

了
後

の
個

人
積

算
線

量
計

の
値

を
記

入
し

、
線

量
管

理
に

お
役

立
て

く
だ

さ
い

。

　　
②②

　　
長長

塚塚
越越

田田
スス

クク
リリ

ーー
ニニ

ンン
ググ

場場

　　
③③

　　
中中

屋屋
敷敷

スス
クク

リリ
ーー

ニニ
ンン

ググ
場場

　　
④④

　　
大大

野野
スス

クク
リリ

ーー
ニニ

ンン
ググ

場場

　　
⑤⑤

　　
高高

津津
戸戸

スス
クク

リリ
ーー

ニニ
ンン

ググ
場場

　　
⑥⑥

　　
毛毛

萱萱
・・

波波
倉倉

スス
クク

リリ
ーー

ニニ
ンン

ググ
場場

チ
ェ

ッ
ク

欄
に

行
き

と
帰
り
に
ご
利
用
さ
れ
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
場
に
そ
れ
ぞ
れ
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
く

だ
さ

い
。

個
人

積
算

線
量

計
を

お
持
ち
で
な
い
方
は
受
付
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
場
に
て
貸
出
し
い
た
し
ま
す
。

※※
おお
墓墓

参参
りり

をを
すす

るる
可可

能能
性性

のの
ああ
るる

方方
全全

員員
のの
おお

名名
前前

、、
生生

年年
月月

日日
、、
携携

帯帯
電電

話話
番番

号号
をを

ごご
記記

入入
くく
だだ

ささ

いい
。。
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いわき事務所住⺠⽣活課
〒974-8212 福島県いわき市東⽥町⼆丁⽬19-4

TEL：0246-84-5206 FAX：0246-84-5213
郡⼭⽀所 〒963-8024 福島県郡⼭市朝⽇１丁⽬20番2号

TEL：024-973-8090
埼⽟⽀所 〒347-0105 埼⽟県加須市騎⻄36番地1

加須市騎⻄総合⽀所内 TEL：048-053-7780
コミュニティセンター連絡所

開所時間：9:00〜16:00
TEL：0240-23-0051 FAX：0240-23-0052

TEL：０１２０−２２０−７８８(フリーダイヤル)
平⽇：8:00 〜 20:00 ⼟⽇・祝⽇：8:00 〜 17:00

事件・事故 緊急時連絡先：１１０
双葉警察署 0240-22-2121
双葉警察署 浪江分庁舎 0240-34-2141

⽕事・救急 緊急時連絡先：１１９
双葉地⽅広域市町村圏組合消防本部 0240-25-8523
富岡消防署 0240-22-2119
富岡消防署 楢葉分署 0240-25-2119
富岡消防署 川内出張所 0240-38-2119
浪江消防署 0240-34-4111
浪江消防署 葛尾出張所 0240-29-2119

双葉警察署

双葉広域消防

⼀時⽴⼊り受付コールセンター

双葉町役場

連絡先⼀覧

• P1
• P2

• P15 双葉町⺠以外の⽅のお墓参りについて
• P16 双葉町内墓地経路図
• P17 双葉町内お墓参り専⽤通⾏証申請書《記⼊例》

双葉町への
⽴⼊りのしおり

令和2年12⽉（第9版）

• P13 公益⽬的での⼀時⽴⼊りについて
• P14 帰還困難区域への公益⽬的の⼀時⽴⼊りに関する申請書《記⼊例》

• P9 特別通過交通制度について
• P10 特別通過交通路線⼀覧

• P11
• P12

• P5 双葉町内で利⽤可能なトイレ（各種施設）について
• P6 双葉町内トイレ設置⼀覧

• P7 双葉町内への⽴⼊りにあたって
• P8 ⽴⼊規制の緩和区域への⽴⼊り・留意点について

• P3 主要ゲート・スクリーニング場案内図
• P4 新設ゲート位置図

双葉町内⽴⼊り案内図

• P18 連絡先⼀覧

帰還困難区域への町⺠⼀時⽴⼊りについて
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双葉町への⽴⼊りのしおり
(第9版)

発⾏年⽉：令和2年12⽉

双葉町 住⺠⽣活課

〒974-8212
福島県いわき市東⽥町⼆丁⽬19-4
電話:0246-84-5206 FAX:0246-84-5213


